
   つくばみらい市介護支援専門員研修費助成要綱 

 

                                令和６年５月１３日 

                                   告示第７０号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、つくばみらい市内に所在する指定居宅介護支援事業所に勤務する介護

支援専門員を確保し、介護サービスの安定的な供給に資するため、介護支援専門員に対す

る研修にかかる経費の一部を予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を

定めるものとする。 

（助成対象者） 

第２条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 介護支援専門員（実務未経験者）更新研修または再研修を受講し、研修を修了した

日（以下「資格取得日等」という。）の翌日から起算して６月以内につくばみらい市内に

所在する指定居宅介護支援事業所に直接雇用され、かつ、３月以上継続して当該指定居

宅介護支援事業所に就労していること。 

（２） 前項に掲げる研修にかかる経費について他の助成を受けていないこと。 

（助成対象経費及び助成金の額） 

第３条 助成の対象となる経費及び助成金の交付額は、次の表のとおりとする。 

助成対象経費 助成金額 

介護支援専門員（実務未経験者）更新研修受講料、資料代 ３３，０００円 

介護支援専門員再研修受講料、資料代 ３３，０００円 

（助成金の交付申請等） 

第４条 助成金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、資格取得日等の翌

日から起算して 1 年以内につくばみらい市介護支援専門員研修費助成金交付申請書兼請求

書（様式第 1 号）に研修を受講したことを証明する書類を添付し、市長に提出しなければ

ならない。 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条に規定する申請及び請求があった場合、その内容を審査し、助成金の

交付の可否を決定するとともに、つくばみらい市介護支援専門員研修費助成金交付決定（却

下）通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する助成金の交付を決定したときは、速やかに交付するものとする。 

（助成金の交付の取消し） 

第６条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金

の交付決定を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、助成金の交付決定を受

けた者に対し、つくばみらい市介護支援専門員研修費助成金交付決定取消通知書(様式第３

号)により通知するものとする。 

（助成金の返還） 



第７条 市長は、前条第 1 項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付を受け

た者に対し期限を定めてつくばみらい市介護支援専門員研修費助成返還金請求書（様式第

４号）により、返還を請求することができるものとする。 

（補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 


